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公募設置等指針 3 第１ 4 （２） ー ー 建蔽率12％に係る建築面積：6,811.21㎡ 建蔽率12％に係る建築面積：6,690.79㎡

公募設置等指針 3 第１ 4 （２） ー ー （建設可能な残りの建築面積：17,428.79㎡） （建設可能な残りの建築面積：16,609.21㎡）

公募設置等指針 3 第１ 4 （２） ー ー 図の事業区域の北側で公園エリアと離隔があった
図の事業区域の北側で公園エリアと離隔がないように図を変
更

公募設置等指針 10 第２ 1 （２） ① ー
事業地までのインフラ整備は町が行うことを基本とし、事業区
域事業地から施設までの整備は認定計画提出者が行うものと
する。

事業区域までのインフラ整備は町が行うことを基本とし、事業
区域から施設までの整備は認定計画提出者が行うものとする。

公募設置等指針 10 第２ 2 （３） ー ー 図の事業区域の北側で公園エリアと離隔があった
図の事業区域の北側で公園エリアと離隔がないように図を変
更

公募設置等指針 19 第２ 3 （５） ① ー
ただし、除雪に関しては町と認定計画提出者が協力して実施す
る。

削除

公募設置等指針 19 第２ 3 （６） ④ ー
駐車場の冬期除雪については、出来る限り町の費用負担が少な
くなるよう提案すること。

駐車場の冬期除雪については、町の除雪基準により、他の公共
施設と同様に町が除雪を実施するが、認定計画提出者が駐車
場の一部または全部を行うなど、出来る限り町の費用負担が少
なくなるよう提案すること。

公募設置等指針 25 第3 2 （5） ⑥ ー ー 提出書類の総ページ数は２０枚以内とすること。

公募設置等指針 30 第３ 3 （４） ー ー 選定委員会の各委員が評価点（満点240点）にて評価を行い 選定委員会の各委員が評価点（満点260点）にて評価を行い

様式 10 ー ー ー ー ー ー 総ページ数は２０ページ以内としてください。と追記

様式 10-1 ー ー ー ー ー
※公募対象公園施設の詳細は様式13にて記載
※特定公園施設の詳細は様式14にて記載
※利便増進施設の詳細は様式15にて記載

※公募対象公園施設の詳細は様式10-２にて記載
※特定公園施設の詳細は様式10-３にて記載
※利便増進施設の詳細は様式10-４にて記載

見出し番号

9月1日第１回



（図面） ー ー ー ー ー ー ー
国土地理院の情報を加えた現況地盤が分かる高さや、事業エリ
アを入れた図面を公開

様式 10-2 ー ー ー ー ー
・平面図（施設内の配置、構造を明記）
・立面図（外壁の仕上げ素材、色彩等が分かるように明記）
・イメージ図（外観及び内観をA3判で各１枚以上は必須）

・平面図（縮尺1/200以上、施設内の配置、構造を明記）
・立面図（縮尺1/100、外壁の仕上げ素材、色彩等が分かるよう
に明記）
・イメージ図（外観及び内観をA3判で各１枚以上は必須）
※上記の縮尺に収まらない場合は、任意の縮尺も可とします。

様式 10-3 ー ー ー ー ー

・平面図（縮尺1/200以上、工事内訳書に記載の項目及び数量
が分かるよう記載）
・立面図（縮尺1/100、外壁の仕上げ素材、色彩等が分かるよう
に明記）
・イメージ図（外観及び内観をA3判で各１枚以上は必須）

・平面図（縮尺1/200以上、工事内訳書に記載の項目及び数量
が分かるよう記載）
・立面図（縮尺1/100、外壁の仕上げ素材、色彩等が分かるよう
に明記）
・イメージ図（外観及び内観をA3判で各１枚以上は必須）
※上記の縮尺に収まらない場合は、任意の縮尺も可とします。

様式 10-4 ー ー ー ー ー

・平面図
・立面図（素材や色彩等が分かるよう明記）
・求積図（占用許可に基づく使用予定面積が把握できるよう作
成）
・イメージ図（Ａ３判で１枚以上は必須）

・平面図
・立面図（素材や色彩等が分かるよう明記）
・求積図（占用許可に基づく使用予定面積が把握できるよう作
成）
・イメージ図（Ａ３判で１枚以上は必須）
※提案内容の規模がわかるように図面内に示すこと。

公募設置等指針 6 第1 5 （５） ー ー
必須提案施設であるモンベルショップ及びビジターセンターの
賃料は、町及びモンベル社の負担とする。

必須提案施設であるモンベルショップ及びビジターセンターの
賃料は、町の負担とする。

公募設置等指針 23 第３ 1 （３） ⑦ ー
建築一式工事及び土木一式工事につき特定建設業の許可を受
けていること。

建築一式工事及び土木一式工事につき特定建設業の許可を応
募法人等の中から、１社以上受けていること。

様式 10-8 ー ー ー ー ー ⑥光熱水費等　公募対象公園施設部分
⑥光熱水費等　公募対象公園施設部分（モンベルショップ及び
ビジターセンター除く）

様式 10-8 ⑦公園施設設置等使用料等　公募対象公園施設部分
⑦公園施設設置等使用料等　公募対象公園施設部分（モンベル
ショップ及びビジターセンター除く）

第４回 11月12日 公募設置等指針 20 第2 5 ー ー ー ー なお、ネーミングライツの下限額は、５０万円（税抜）とします。

第５回 12月4日 公募設置等指針 32 第３ 3 （４） ー ー

評価項目　価格審査
・特定公園施設の建設に係る提案額
【計算式】配点×（町の補助対象経費の上限額）/（応募者の町の
負担額の提案額）

評価項目　価格審査
・特定公園施設の建設に係る提案額
【計算式】配点×（応募者の町の負担額の最低提案額）/（応募者
の町の負担額の提案額）

9月18日第３回

第２回 9月5日


